
薙
正
時
代
に
於
け
る
撃
臣
制
の
改
革

ー

l
主
と
し
て
其
の
任
用
法
を
中
心
と
し
て
|
|

て
序
|
l
皐
臣
と
督
撫
、
皐
臣
と
科
事

二
、
順
治
・
康
岡
山
時
代
の
事
巨
任
用
法

三
、
務
正
時
代
の
事
臣
任
用
法
等
の
改
革

一
、
序
|
|
皐
臣
と
督
撫
、
皐
臣
と
科
翠

巡
撫
は
天
子
の
使
す
る
所
に
し
て
、
以
て
守
土
す
る
者
の
養
民
の

善
な
る
や
否
や
を
察
し
、
皐
政
(
畢
臣
)
は
天
子
の
使
す
る
所
に
し

て
、
以
て
守
土
す
る
者
の
数
民
の
善
な
る
や
否
や
を
察
九
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右
は
曾
園
藩
が
清
代
拳
臣
の
一
性
格
を
ず
ば
り
と
一
一
一一口つ

て
の
け
た

一
言
葉
で
あ
る
が
、
清
代
皐
臣
が
常
に
督
撫
と
封
比
さ
れ
る
欽
涯
の
官

で
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
責
で
あ
っ
た
。
唯
だ
督
撫
が
所
調

封
彊
の
大
吏
と
し
て
地
方
公
事
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
に
封
し
、

荒

木

敏

拳
臣
は
「
職
と
し
て
考
校
を
司
り
、
地
方
公
事
は
も
と
よ
り
輿
聞
せ

ず
」
而
し
て
専
ら
風
化
を
宣
揚
し
人
材
を
振
放
す
る
一
省
の
最
高
責

任
者
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
土
林
・
教
官
の
表
率
」
と
呼
ば
れ
、
或

は
「
但
だ
衡
文
を
以
て
任
と
篤
す
」
と
言
わ
れ
も
し
た
。
一
言
に
し

て
言
え
ば
、
皐
臣
最
大
の
特
長
は
「
職
守
最
も
清
要
た
り
」
に
憲
き

~27 ー

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
督
撫
と
拳
臣
と
で
は
ロ
聞
級
の
上
で
可
成
り
の
聞
き
が
あ
っ

'
-
o
nHV
'
コ

ふ

'

れ

向

巴

f
-

督
撫
は
倶
に
一

一一口聞
の
大
員
に
係
り
、
各
省
拳
政
に
至
り
て
は
往

往
〔
翰
林
院
〕
編
〔
修
〕
検
〔
討
〕
主
事
等
の
官
よ
り
簡
放
さ
れ

る
者
有
り
て
品
秩
梢
々
小
な
り

と
言
わ
れ
た
。
清
代
、
編
修
・
検
討
は
わ
ず
か
に
正
七
品
従
七
ロ
聞
を
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夫
々
領
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
は
言
え
一
方
に
於
て
は

撃
政
は
官
階
に
諭
な
く
、
悉
く
督
撫
と
卒
行
に
し
て
、
惟
だ
年
移

に
皐
政
盤
名
の
奏
あ
る
の
み
。
原
と
互
相
糾
察
し
、
並
っ
て
、
途
に

統
麗
と
信
用
る
に
は
非
ら
ず

と
す
る
見
解
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
悲
に
謂
う
卒
行
と
は
、

般

品
級
同
等
に
し
て
彼
此
皆
な
管
轄
の
責
無
し
。
之
を
卒
行
と
謂
う

と
説
明
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
清
代
皐
臣
と
し
て
欽
源
さ
れ
る
官
は
そ

ω
 

の
原
衝
の
品
級
を
帯
す
る
の
約
束
が
あ
っ
た
が
故
に
、
七
品
ク
ラ
ス

の
翰
林
院
編
修
、
検
討
の
拳
臣
は
、
一
、
二
品
グ
ラ
ス
の
督
撫
の
風

下
に
立
つ
べ
き
道
理
な
る
が
、
賓
際
は
次
に
述
べ
る
が
如
く
、
雨
者

間
に
互
相
糾
察
の
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
か
ら
し
て
卒
行
な
り

と
す
る
意
見
が
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
ら
ば
互
相
糾
察
の
賓

情
は
如
何
と
言
う
に
、
先
ず
督
撫
側
は

並
び
に
督
撫
を
し
て
年
絡
に
於
て
皐
政
等
の
劣
蹟
有
り
や
無
し
ゃ

凶

を
陳
奏
せ
し
む
る
こ
と
一
次
な
り

と
言
い
、
或
は

直
省
撃
政
の
整
名
、
該
督
撫
向
き
に
年
終
に
於
て
考
語
を
出
具
し

て
密
か
に
陳
奏
を
行
い
、

不
公
不
法
及
び
輿
論
未
だ
協
わ
古
る
者

を
偶
有
せ
ば
即
ち
に
慮
に
榛
貧
直
陳
す
ベ
し
。
量
に
梢
も
臆
飾
有

る
を
容
さ
ん
や
。

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
方
拳
臣
側
は

各
省
の
督
撫
如
し
果
し
て
貧
劣
の
貫
蹟
及
び
地
方
事
件
の
排
理
公

な
ら
ざ
る
も
の
有
ら
ば
、
皐
政
奏
事
の
責
あ
り
。
原
と
其
の
擦
賓

奏
聞
す
る
を
准
す

と
言
い
、
或
は

其
れ
或
は
該
省
の
大
吏
、
贋
弛
し
て
職
め
ず
、
措
置
方
に
事
か
ば

原
と
皐
政
の
弾
劾
を
准
九
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と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
に
依
れ
ば
、
皐
臣
は
一
躍
督
撫
の
風

下
に
立
ち
な
が
ら
、
若
し
督
撫
に
し
て
貧
劣
の
行
鶏
等
あ
る
時
、
天

子
に
直
陳
す
る
責
任
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
齢
、
位
人
臣
を
極
め
た

督
撫
に
劃
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
清
要
官
」
た
る
拳
臣
が
常
に
糾
察
の

権
限
を
留
保
し
て
い
た
こ
と
は
頗
る
興
味
深
い
。
ぞ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、

嘉
慶
七
年
(
去
給
事
中
陳
昌
賓
の
如
き
は
「
各
省
の
督
撫
並
び
に
之

を
稽
査
す
る
の
人
無
け
れ
ば
行
止
専
壇
な
る
を
兎
れ
難
仇
と
の
見

解
の
も
と
に
、
「
請
う
ら
く
は
率
政
に
加
う
る
に
稽
察
の
衝
を
以
て

し
、
督
撫
の
遅
匪
蒙
混
等
の
弊
に
遇
わ
ば
随
時
間
事
奏
せ
し
め
ん
」
こ

と
を
闘
下
に
奏
請
し
た
こ
と
が
あ
る
。
流
石
に
そ
の
行
き
遇
、
ぎ
た
る



を
気
付
い
た
の
か
、
嘉
慶
帝
は
次
の
加
き
上
識
を
護
L
て
、
彼
の
奏

請
を
榔
還
せ
し
め
た
。
日
く

「
若
し
寛
に
督
撫
を
稽
査
す
る
こ
と
を
以
て
、
之
を
暴
政
に
委
ぬ

れ
ば
、
則
ち
拳
政
の
擢
、
量
に
督
撫
よ
り
重
か
ら
ず
や
(
桝
)
前
明

巡
按
を
設
立
し
、
最
も
有
名
無
賓
と
矯
る
。
該
給
事
の
加
衡
を
奏

請
す
る
ーは
量
に
督
撫
の
外
に
、
文
た
一
巡
按
を
設
く
る
に
は
非
ら

ず
や
、
L

と。

さ
て
次
に
撃
臣
の
教
育
と
考
試
の
権
は
督
撫
の
管
轄
外
に
あ
っ
て

干
渉
を
受
け
ず
、
巌
然
と
し
て
督
撫
の
権
限
外
に
濁
立
し
て
い
た
。

即
ち
日
く

皐
政
は
教
を
奉
じ
て
皐
校
を
専
脅
す
。
督
撫
布
按
雨
司
は
其
の
職

ω
 

掌
を
侵
す
こ
と
を
許
さ
ず

ま
た
日
く

事
臣
丁
憂
等
の
事
も
て
離
任
す
る
に
遇
有
し
、
皐
政
の
印
務
を
将

て
該
督
撫
或
は
藩
臭
を
し
て
署
理
せ
し
む
る
者
は
、
定
例
と
し
て

考
試
す
る
を
許
さ
ず
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し
か
ら
ば
右
の
如
き
濁
立
性
を
保
持
し
て
い
た
拳
臣
の
考
試
は
如
何

に
し
て
施
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
清
代
、
郷
禽
南
試
の
考
官

と
肩
を
並
べ
て
、
皐
臣
は
所
謂
「
科
事
の
主
脳
」
た
る
を
自
他
と
も

に
許
し
た
。
皐
巨
が
そ
の
品
級
の
低
さ
に
も
不
拘
、
重
視
さ
れ
た
所

以
の
も
の
は
、
賓
に
科
翠
と
の
閥
係
に
於
て
之
を
観
忍
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
黙
皐
臣
の
執
行
す
る
三
つ
の
考
試
に
就
い
て
筒
述
す
る
要
が
あ

る。
曲
学
臣
は
そ
の
主
要
職
務
と
し
て
任
期
三
年
の
中
に
、
管
内
の
府
州

等
移
」
巡
赴
し
て
院
試
・
歳
試
・
科
試
の
三
考
を
施
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
院
試
と
は
府
州
鯨
皐
|
綜
括
し
て
儒
皐
と
稽
す
|
の

入
拳
試
験
の
第
三
開
円
で
あ
っ
て
、
第
一
、
牒
試
蜘
一
時
村
、
第
二
、

府
試
一
期
刊
に
績
一い
て
率
臣
が
執
行
官
と
な
り
て
行
う
も
の
で
、
際

試
者
童
生
は
之
を
パ
ス
し
て
始
め
て
生
員
の
肩
書
を
賦
輿
さ
れ
る
。

歳
試
と
は
生
員
の
卒
素
の
勤
惰
を
試
め
ず
定
期
試
験
で
あ
っ
て
、
日

日
儒
事
教
官
の
議
書
訓
育
を
受
く
る
こ
と
稀
れ
な
り
し
生
員
も
、
義

-29ー

務
と
し
て
該
試
だ
け
は
必
ず
受
く
る
を
要
し
た
。
拳
臣
は
そ
の
成
績

に
依
り
、
或
は
生
員
の
階
級
を
昇
降
し
、
或
は
中
央
圏
皐
に
貢
迭
す

る
等
の
こ
と
を
行
う
。
歳
試
の
答
案
は
所
定
の
批
語
を
付
し
て
全
部

ω
 

中
央
に
解
迭
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

。最
後
に
科
試
と
は
生
員
が
郷

試
均
叶
一
院
…
一
品
恨
の
に
赴
か
ん
と
す
る
時
、
そ
の
拳
力
あ
り
や
否
や

を
試
め
す
言
わ
ば
資
格
試
験
で
あ
っ
た
。
従
つ
で
歳
試
の
如
き
生
員

必
須
の
義
務
は
無
か
っ
た
が
、
一
生
涯
生
員
の
身
分
に
て
満
足
せ
る
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場
合
は
別
と
し
て
、
誰
し
も
郷
試
に
登
第
し
て
事
人
と
な
り
、
更
に

舎
試
・
殿
試
に
合
格
し
て
進
土
と
な
る
こ
と
を
念
願
す
る
以
上
、
科

試
も
亦
た
甚
だ
重
視
さ
れ
た
。
科
試
の
成
績
も
中
央
に
解
迭
さ
れ
る
。

概
ね
皐
臣
は
郷
試
の
年
の
秋
を
以
て
更
替
し
十
月
末
を
到
任
の
限
と

し
、
任
地
に
至
れ
ば
先
き
に
十
二
月
中
に
歳
試
を
、
次
に
科
試
を
行

う
を
定
則
と
し
、
大
清
舎
典
事
例
巻
三
六
七
、
捜
部
皐
校
、
皐
政
考

悪
の
務
正
元
年
の
覆
進
に
よ
れ
ば
「
定
例
と
し
て
、
歳
科
爾
考
は

年
を
限
っ
て
考
究
す
べ
し
」
と
あ
る
。
而
し
て
三
年
内
に
報
完
す
べ

き
を
閉
じ
く
定
例
と
し
品
。
院
試
は
随
時
、
其
の
聞
に
執
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
一
般
に
科
試
以
後
の
考
試
を
科
翠
試
、
科
試
以
前
の
考
試
を

闘

皐
校
試
と
呼
ん
で
区
別
す
る
が
、
前
者
は
際
試
者
が
試
験
地
に
集
合

し
、
後
者
は
執
行
官

(
拳
臣
)
が
試
験
地
に
出
張
す
る
。
か
か
る
相

遣
は
あ
っ
て
も
、
雨
者
い
ず
れ
も
古
典
の
教
養
を
問
、
っ
た
黙
に
お
い

て
、
内
容
上
、
同
巧
異
曲
と
一吉田うベ

く
、
こ

の
臨
本
質
的
な
相
違
は

pi曲
、

「
J

，』

。

ゃ
J

・4
M
J
-
e
J

因
っ
て
雨
者
は
宛
然
連
結
せ
る
一
系
の
試
験
を
形
成

し
、
皐
校
も
士
子
進
身
の
始
と
言
わ
れ
て
同
学
校
試
と
科
事
試
と
の
間

に
大
き
な
軽
重
の
差
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ざ
れ
ば
こ
そ

六
部
成
語
註
解
に
よ
れ
ば
、
民
臨

と
は
試
場
を
総
数
す
る
官
に
し
て

消
代
に

「皐
臣
は
郷
試
に
監
臨
す
る

ぽ
触
は
こ
と
を
得
五
と
の
定
例
が
巌
存
し
、
し
か
も
之
は
逐
に
清

一
代
を
通
じ
て
動
か
し
得
な
か
っ
た
が
、
に
も
不
拘
、
暴
臣
は
「
科

事
の
主
脳
な
り
」
と
言
わ
れ
て
重
要
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て

儒
皐
の
教
官
よ
り
も
皐
臣
と
生
員
と
の
聞
に
師
生
の
関
係
を
生
じ
、

将
来
科
事
の
進
路
に
大
な
る
影
響
を
も
っ
た
こ
と
は
、
云
う
ま
で
も

r
h

、O

J
T
1
t
v
 

以
上
、
序
に
代
え
て
皐
臣
と
督
撫
、
拳
臣
と
科
翠
と
の
二
つ
の
開

係
を
概
略
な
が
ら
説
明
す
る
と
共
に
、
事
臣
職
務
の
主
要
項
に
鯖
れ

し
か
ら
ば
そ
の
よ
う
な
重
要
な
役
割
を
持
っ
た
拳
臣
は
如
何伺

な
る
官
員
よ
り
選
ば
れ
た
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
清
園
行
政
法
第
三
谷

--e、、

中
ム
カ

- 30ー

に
日
く
、

翰
林
院
カ
明
初
以
来
官
制
上
何
等
政
治
上
ノ
質
権
ナ
キ

ニ
一
小
拘
向

ホ
隠
然
ト
シ
テ
勢
力
ヲ
維
持
シ
官
途
出
仕
ノ
者
ニ
シ
テ
該
院
ニ
入

ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
モ
ノ
多
キ
ハ

皐
寛
科
翠
ノ
主
脳
タ
ル
率
政

使
及
郷
禽
試
ノ
考
官
ハ
主
ト
シ
テ
翰
林
諸
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ル

ガ
爵
メ
ナ
リ

と
あ
っ
て
、
皐
臣
最
も
普
通
的
な
正
式
総
呼
は
提
督
某
省
皐
政
、
略
し
て

祭
政
と
い
う
。
そ
の
他
、
摩
差
、
視
拳
、
督
聞
牢
、
提
率
、

準
院
、
同
学
道
等
と
い
う
。
督息一
，
f

部
院
、
提
督
皐
院
と
も
冊
刑
し
た
，
刀
明
初
以
来
、
主
に
翰
林
院
の
諸
官
員

を
以
て
補
用
し
た
と
言
う
が
、

少
し
く
詳
細
に
検
討
を
加
う
れ
ば
、



賓
情
は
清
代
に
於
て
、
若
干
こ
れ
と
出
入
が
あ
る
。
康
照
は
順
治
と

少
し
く
異
り
、
落
正
は
康
照
と
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。
殊
に
薙
正

帝
は
そ
の
薙
正
四
年
、
租
宗
以
来
の
制
を
努
じ
て
一
つ
の
改
革
を
皐

臣
任
用
法
の
上
に
試
み
、
且
つ
、
そ
れ
と
関
連
し
て
皐
臣
制
上
の
一

連
の
新
政
策
を
賓
施
し
た
の
で
あ
る
。
小
稿
に
於
て
は
そ
の
動
機
と

目
的
と
を
考
察
し
、
以
て
薙
正
帝
の
地
方
教
事
乃
至
科
事
政
策
の
方

向
を
打
診
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
、
順
治

・
康
照
年
聞
の
拳
臣
任
用
法

順
治
時
代
の
皐
臣
は
、
主
と
し
て
殆
ど
各
部
の
鄭
中
及
び
監
察
御

史
を
以
て
こ
れ
に
任
じ
た
。
清
史
稿
職
官
志
三
に
日
く
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初
め
各
省
並
び
に
、
督
皐
道
を
置
き
、
按
察
使
策
事
の
衝
を
繋
く

眼
目
何
十
九
白
川
一
一
耕
一
民
団
土
惟
だ
直
隷
は
督
暴
御
史
一
人
を
差
す
鯨
閥
、

天
与
政
と
絡
す
、
順
治
十
年
改
め
て
翰
林
編
検

・
中
質
・
江
南
江
北
は

讃
講
を
用
い
て
並
び
差
す
、
乾
隆
以
来
多
く
卿
武
を
用
う

二
人
鯨
幅
十
一
明
間
一
時
可
万
一
向
…
守
口
九
一
一
日
干
側
一昨
…
揺
れ
一
切
開
汁
、

(
刷
下
)
華
院
と
稿
す
、
順
治
七
年
志
摩
道
は
部
層
よ
り
考
濯
す

る
の
制
を
定
む
順
一
社
十
賄
側
日
間
伺
唯
一
勾
晶
一
句
札
一
ハ
時
間
一
円
一

と
あ
り
、
ま
た
大
清
命
鼻
事
例
巻
三
六
六
種
部
島
一
λ

校
耕
一
聞
に

順
治
の
初
、
各
省
次
を
以
て
畿
定
し
、
提
督
順
天
拳
政

一
員
、
提

督
江
南
江
寧
等
慮
拳
政
一
員
、
蘇
松
等
慮
皐
政
一
員
を
設
く
。
河

南
、
山
東
、
山
西
、
滋
江
、
陳
酉
、
江
西
、
湖
南
、
湖
北
、
一
幅
建
、

四
川
、
康
東
、
贋
西
、
貴
州
、
雲
南
は
按
察
司
食
事

・
提
調
拳
政

ト
州
立
問
問

各
一
員
を
設
く
。
文
た
宣
・
大
・

二

鎮

酌

提
調
拳

政
一
員
を
設
く
。
(
桝
)
十
年
。
江
南
皐
政
は
分
っ
て
江
安
等
慮
一

員
、
進
揚
等
慮
一
員
〔
即
ち
江
北
〕
と
篤
す
。

と
あ
り
、
ま
た
皇
朝
文
献
遁
考
詐
職
官
九
日
陥
に
、

臣
等
謹
ん
で
初
制
を
按
ず
る
に
、
直
隷
、
江
南
は
御
史
を
差
し
、

こ
お
に
江
北
を
紋
く
は
恐
ら
く
、

先
掲
の
清
史
稿
に
江
北
は
康
照

余
省
は
専
ら
提
事
道
一
人
を
設
く
。

元
年
江
南
に
併
省
さ

る
と
あ
る
に
由
る
。

と
見
え
る
。
右
三
文
を
綜
合
す
れ
ば
直
隷
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(
順
天
)
江
南

(蘇
松、

江
寧
、
江
安
)
江
北
(
准
揚
)
に
は
御
史
を
差
し
他
は
み
な
各
部
の

郎
中
に
按
察
使
食
事
の
衝
を
帯
し
て
皐
臣
の
任
に
嘗
た
ら
せ
、
前
者

を
事
院
と
い
い
後
者
を
拳
道
と
呼
ん
だ
こ
と
を
知
る
。
こ
こ
に
云
う

御
史
と
は
監
察
御
史
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
こ
の
場
合
事

臣
の
稽
呼
は
皇
清
奏
議
寸
「
事
政
の
六
事
を
篠
陳
す
」

(
順
治
元
年

と
書
し
あ
り
)
の
奏
請
者
曹
溶
の
一
書
に
見
ゆ
る
が
、
そ
れ
は
「
提

督
順
天
等
慮
祭
政
監
察
御
史
臣
曹
溶
」
と
あ
る
。

次
に
直
隷
、
江
南
、
江
北
以
外
の
河
南
以
下
の
十
四
地
方
で
は
各
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部
の
廓
中
に
し
て
進
土
出
身
の
者
を
補
用
し
、
按
察
使
食
事
を
繋
街

せ
し
め
た
の
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
明
代
正
統

元
年
一
一
一
姻
の
制
を
治
製
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
明
禽
要
伊
職
官
士
一
「
提
畢
」
に

提
皐
原
註
、
元
は
各
行
省

に
儒
皐
提
同
事
司
有
り

、

正
統
元
年
一
一
一
澗
五
月
、
南
京
戸
部
向
重
県
一
隅
言
う
、
比
来
生
員
撃

事
疏
浅
な
り
。
宜
し
く
布
政
、
按
察
二
司
を
し
て
、
遍
歴
考
試
せ

し
む
べ
し
。
員
才
を
得
る
に
庶
か
ら
ん
、
と
。
是
に
於
い
て
爾
畿

及
び
斗
l

三
布
政
司
各
々
提
督
皐
校
官
一
員
を
置
き
、
雨
畿
は
御
史

を
以
て
、
十
三
布
政
司
は
按
察
司
ム
炊
事
を
以
て
す
。
著
し
て
令
と

震
す
。

と
見
え
、
ま
た
、

明
史
評
選
翠
志
一
に

正
統
元
年
始
め
て
特
に
提
拳
官
を
置
き
、
専
ら
島
一

d

政
を
提
督
せ
し

む
。
南
北
直
隷
は
倶
に
御
史
を
、
各
省
は
副
使
、
余
事
を
参
用
す
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
恐
ら
く
明
制
に
準
嬢
し
た
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
先
き
の
監
察
御
史
よ
り
の
皐
政
任
用
も
、
右
明

史
選
翠
志
等
の
記
載
に
よ
り
、
明
代
正
統
の
制
の
襲
用
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
る
。

と
こ
ろ
で
先
ぎ
に
掲
げ
た
清
史
稿
の
記
載
の
最
後
に
見
え
る
如
く
、

順
治
七
年
ト
以
に
至
っ
て
事
道
は
悉
く
部
一
廓
即
ち
峰
、
戸
、
兵
、
刑
、

工
の
五
部
の
官
員
い
わ
ゆ
る
部
曹
か
ら
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
内
閣

が
吏
雄
二
部
と
舎
考
し
て
決
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
人
数
は
陸
部
は

但
し
十
六
年
(
一
六
五

九
)
に
は
停
罷
さ
る

直
隷
、
江
南
、

二
名
他
は
各
部
↓
名
ず
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
更
に
順
治
十
年
ト
ヨ
に
至
れ
ば
、

'で
は
監
察
御
史
に
代
っ
て
編
修
、

江
北

賛
善
、

検
討
、

中
允
、

讃
講
を
用

う
る
こ
と
に
な
っ
た
と
先
掲
清
史
稿
の
割
註
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ

に
相
嘗
す
る
記
載
は
清
朝
賞
品
開
世
租
章
皇
帝
〔
即
ち
順
治
帝
〕
詐
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に
あ
り
。

日
く
、

順
治
十
年
ト
日
開
宍
巳
五
月
丁
丑
、
都
察
院
左
都
御
史
金
之
俊
奏
雪
国

す
ら
く
、
直
隷
、
江
南
、
江
北
の
提
皐
員
依
は
宜
し
く
詞
林
を
以

て
筒
用
す
ベ
し
、

と
。
之
に
従
う
。

言
う
迄
も
な
く
天
子
の
御
膝
元
た
る
直
隷
や
、
人
文
繁
盛
に
し
て
臆

試
者
衆
多
を
以
て
聞
ゆ
る
江
南
、
江
北
に
封
し
て
は
刑
名
按
劾
を
専

職
と
す
る
監
察
御
史
の
壌
臣
よ
り
も
「
儲
才
の
地
」
と
稽
せ
ら
れ
~

翰
林
院
の
諸
官
、
編
修
、
検
討
、
讃
講
等
を
以
て
充
て
る
を
良
策
と

す
る
。
中
允
、
賛
善
は
元
来
倉
事
府
(
東
宮
)
の
嵐
官
で
あ
る
が
、

四

翰
林
院
讃
講
、
編
検
の
街
を
粂
ね
た
。
か
か
る
見
地
か
ら
敢
て
品
級



は
低
い
が
、
詞
林
の
官
員
が
抜
擢
差
遣
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

そ
の
事
は
短
期
間
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

江
南
江
北
に
て
は
「
明
年

(
十
一
年
)
余
事
を
何
用
す
」
と
先
掲
清
史
稿
割
註
に
あ
り
、
依
っ

て
た
だ
、
直
隷
だ
け
が
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
限
り
に
於
て
ミ
引
績
き

翰
林
官
を
差
し
た
と
見
ら
れ
る
。

因
み
に
、
参
考
ま
で
に
述
ぶ
札
ば
順
治
の
初
め
、
未
だ
皐
臣
の

制
が
無
か
っ
た
創
草
の
時
期
に
は
、
秀
才
即
ち
生
員
は
各
道
の

道
蓋
に
よ
っ
て
考
取
し
た
。
故
に
道
考
と
言
っ
た
。
と
六
部
成

語
註
解
(
補
遺
)
に
見
え
て
い
る
。

要
す
る
に
、
順
治
年
聞
は
翰
林
官
を
拳
臣
に
充
て
る
こ
と
は
直
隷
以

外
は
僅
か
に
江
南
江
北
に
一
年
間
だ
け
行
わ
れ
、
そ
の
他
の
地
に
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
少
し
く
儲
炭
化
し
て
長
く
淑
江
・
江

蘇
に
も
翰
林
を
用
い
、
直
隷
と
合
せ
て
三
省
に
於
て
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
次
の
康
照
帝
の
康
照
二
十
三
年
ぶ
以
後
で
あ
る
。

清
史
稿
職
官
志
三
に
日
く
、
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〔
康
臨
む
二
十
三
年
、
督
皐
の
論
俸
補
授
の
例
を
停
む
。
並
び
に

漸
江
は
改
め
て
翰
林
官
を
用
う
に
定
め
、
順
天
・
江
南
北
の
例
に

依
り
、
皐
院
と
稽
し
、
其
の
各
省
の
部
屡
道
府
よ
り
任
ぜ
ら
れ
し

者
は
何
お
拳
道
と
篤
す
。

と
あ
り
、
次
ぎ
に
東
華
鏡
康
照
巻
三
四
に
よ
れ
ば

康
岡
山
二
十
三
年
十
二
月
丁
未

吏
部
等
の
街
門
、
旨
に
遵
っ
て
曾

議
す
ら
く
、
皐
政
は
文
教
に
開
繋
し
、
人
材
を
造
就
す
。
嗣
後
、

其
の
論
俸
補
援
を
停
め
、
順
天
の
皐
政
敏
は
醸
に
〔
翰
林
院
〕
侍

讃
、
侍
講
、
議
徳
・
洗
馬
輪
開
…
一
躍
す
持
っ
て
概
ね
開
列
を
行
い

簡
用
を
恭
請
す
ベ
し
。
江
南
、
漸
江
の
拳
道
依
は
其
の
廓
中
、
道

府
を
補
用
ず
る
こ
と
を
停
め
、
麿
に
侍
讃
、
侍
講
、
識
徳
、
洗
馬
、

中
允
、
賛
善
を
持
っ
て
亦
た
概
ね
開
列
を
行
い
簡
用
を
恭
請
す
ベ

し
。
其
の
徐
の
各
省
壌
道
敏
は
麿
升
の
進
士
出
身
の
五
部
の
廓
中

及
び
参
議
州
願
時
、
道
-
知
府
等
の
官
を
持
っ
て
選
揮
開
列
し
、

筒
用
を
恭
請
す
ベ
し
、
と
。
之
に
従
う
。

と
あ
り
、
清
稗
類
紗
一
貫
】
霞
秩
類
及
廓
潜
紀
聞
初
筆
巻
八
に

園
初
提
由
宇
道
多
〈
部
中
を
以
て
之
に
任
じ
、
康
照
の
問
、、
江
湖
南

省
始
め
て
改
め
て
翰
林
官
を
用
う
。

と
見
え
、
皇
朝
、
通
志
ム
伊
職
官
略
、
挙
政
の
僚
下
「
提
督
一
挙
政
」
の

割
註
に
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以
て
簡
用
す
。

園
初
、
各
省
督
拳
道
を
設
く
。
康
照
二
十
三
年
、
改
め
て
京
員
を

と
見
え
る
。
こ
れ
等
に
依
れ
ば
、

一
、
従
来
皐
臣
任
命
が
例
と
し
て
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論
俸
補
授
の
形
即
ち
上
か
ら
の
命
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
の
を
吏
部

に
よ
る
選
揮
開
列
を
行
い
天
子
に
筒
用
を
恭
請
す
る
形
に
改
め
た
こ

と
、
二
、
直
隷
、
漸
江
、
江
蘇
の
三
省
に
於
て
拳
臣
は
翰
林
院
の
諸

官
を
専
ら
主
軸
と
し
て
任
用
す
る
方
、
法
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
、

.. 

従
来
は
地
方
官
(
道
蓋
、
按
察
使
余
事
)
が
充
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
京
員
を
以
て
簡
用
欽
渡
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
、
以
上
の

ニ
つ
が
康
照
帝
の
康
照
二
十
三
年
の
新
方
策
と
し
て
開
始
さ
れ
た
の

-
で
あ
る
。

し
か
る
と
こ
ろ
、
康
照
帝
は
更
に
康
照
三
十
九
年
ハ
涜
に
及
び
て
、

改
め
て
各
省
の
皐
道
〔
即
ち
直
隷
、
江
蘇
、
獅
江
以
外
の
皐
臣
〕
も

翰
林
官
員
を
以
て
一
併
に
差
遣
せ
ん
と
の
意
向
を
も
つ
に
至
っ
た
。

し
か
し
翰
林
院
皐
土
韓
英
は
、
こ
の
意
向
に
賛
意
を
表
し
な
か
っ
た

の
で
、
遂
に
之
は
貰
現
せ
ず
、
中
間
的
な
翰
林
と
郎
中
と
の
二
本
立

て
の
任
用
制
に
落
着
い
た
。
即
ち
清
稗
類
抄
一
詐
爵
秩
類
「
園
初
豪

政
は
翰
林
を
差
さ
ず
」
な
る
文
章
に
日
く
、

康
問
川
庚
辰
博
抗
告
七
月
、
内
閣
上
品
識
苧
献
予J

原
と
翰
林
官
員
を
差
遣
せ
ず
。
嗣
後
各
省
拳
道
、
宜
し
く
翰
林
官

員
を
終
っ
て
一
併
に
差
遣
す
ベ
し
。
爾
等
、
翰
林
院
と
曾
議
具
奏

せ
よ
、
と
。
時
に
長
洲
韓
文
殻
公
裏
方
め
て
院
事
を
掌
り
、
議
上

る
。
略
に
云
う
、
翰
林
官
朝
夕
文
章
を
講
習
し
、
ロ
叩
誼
を
樹
立
し

猶
お
以
て
寓
一
に
補
報
す
る
に
足
ら
ず
。
今
、
闘
争
道
一
併
に
差
遣

せ
よ
の
旨
を
奉
ぜ
り
。
此
れ
固
よ
り
不
次
の
鴻
恩
な
り
。
然
れ
ど

も
諸
臣
中
、
有
志
有
守
の
者
、
固
よ
り
人
に
乏
し
か
ら
ず
。
憶
し
、

一
の
未
だ
終
わ
ざ
る
も
の
有
ら
ば
、
た
だ
に
一
己
の
面
白
の
闘
す

る
所
の
み
な
ら
ず
、
深
く
我
が
皇
上
格
外
擢
用
の
意
に
負
か
ん
こ

と
を
恐
る
。
臣
愚
敢
て
差
遣
を
軽
議
せ
ず
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
右
の
結
果
と
し
て
東
華
録
康
照
巻
六
六

に
よ
れ
ば

- 34← 

〔
康
照
三
十
九
年
秋
七
月
乙
未
〕
上
、
文
大
息
一
士
等
を
顧
み
て
日

く
。
(
桝
)
翰
林
官
員
は
専
ら
文
翰
を
司
り
、
更
に
他
事
無
し
。
各

省
皐
道
の
員
依
は
臆
に
廓
中
と
並
び
差
す
ベ
し
。
任
禰
の
目
、
の

お
各
々
衛
門
に
回
ら
し
め
、
或
は
撃
銃
す
べ
き
や
、
或
は
何
れ
の

差
遣
を
な
す
べ
き
か
は
、
爾
等
、
翰
林
院
と
舎
同
議
奏
せ
よ
。

と
あ
っ
て
、
康
照
帝
は
拳
道
の
鉄
は
翰
林
官
員
と
部
中
と
を
も
っ
て

並
び
差
遣
す
る
こ
と
を
考
え
つ
い
た
。
と
こ
ろ
が
ま
た
そ
の
結
果
と

し
て
、
同
書
同
巻
同
月
の
乙
巳
の
僚
に
は
右
の
記
載
に
引
績
き
日
く

乙
巳
、
翰
林
院
掌
院
皐
土
法
良
・
韓
一
炎
旨
に
遵
い
て
議
す
ら
く
、

此
の
後
、
各
省
拳
道
紙
出
す
れ
ば
、
翰
林
官
内
、
侍
讃
侍
講
よ
り



以
下
職
名
を
開
列
し
て
、
欽
苧
伊
」
仰
候
せ
し
め
ん
と
。
(
桝
)
上
回

く
、
翰
林
官
は
皐
ぶ
所
、
優
長
な
り
。
股
之
を
悉
知
せ
り
J

但
だ

、
其
の
人
と
矯
り
は
街
お
未
だ
深
悉
せ
ず
、
以
て
筒
捧
す
る
に
難
し
。

一此
の
後
、
準
道
倣
出
す
れ
ば
、
告
鰻
在
籍
の
月
期
は
論
ぜ
ざ
る
を

除
く
の
外
、
翰
林
の
貧
な
る
者
を
較
俸
涯
出
せ
よ
。
云
々

と
あ
る
。

右
の
如
く
な
れ
ば
康
照
帝
の
方
針
と
し
て
、
三
十
九
年
以
後
、
事

臣
は
直
隷
・
江
南
J

濁
江
以
外
は
翰
林
官
員
と
、
各
部
の
部
中
を
以

て
並
び
差
す
こ
と
に
定
っ
た
。
既
述
の
如
く
翰
林
官
(
編
検
)
の
品
級

は
低
い
。
乾
隆
五
十
四
年
の
上
議
中
に
、
皐
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
徐
立

綱
に
劃
し
「
徐
立
網
は
編
修
の
微
員
を
以
て
、
践
が
一拳
臣
に
筒
用
す

る
を
経
た
り
。
更
に
嘗
に
如
何
に
か
感
激
、
盆
々
潔
清
に
脚
む
ベ
し

四

云
々
L

な
る
文
句
が
見
え
る
。
思
う
に
清
代
に
あ
り
て
は
翰
林
院
編

修
は
先
述
の
如
く
正
七
品
、
検
討
は
従
七
品
で
あ
っ
た
以
上
微
員
扱

い
に
さ
れ
て
も
致
し
方
が
な
か
っ
た
。
郎
稽
紀
聞
の
撰
者
同
治
の
進

士
陳
康
棋
は
右
の
康
照
三
十
九
年
の
翰
林
官
員
を
全
面
的
に
任
用
せ

ん
と
す
る
康
照
帝
の
上
一
誌
を
も
っ
て
破
格
な
り
と
言
い
、
こ
の
上
誌

に
封
ず
る
韓
哀
の
「
差
遣
を
軽
議
せ
ず
云
々
'
」
の
奏
を
讃
ん
で
次
の
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如
く
云
っ
て
い
る
。

〔
此
を
讃
み
て
〕
皐
政
の
一
差
は
も
と
翰
林
の
預
る
べ
き
所
に
非
ざ

る
を
知
る
。
仁
皇
帝
一
般
…
帝
特
に
破
格
に
之
を
参
用
す
。
今
、
毎

に
皐
政
更
換
の
期
に
眉
り
て
、
偶
々
一
二
他
街
門
の
人
員
有
り
。

翰
林
官
多
く
以
て
分
に
非
ず
と
篤
す
。
風
気
の
餐
遷
、
此
の
如
し
。

殊
に
詑
か
る
べ
き
也
。

と
あ
る
(
郎
君
紀
聞
巻
コ
一
)
。

三
、
落
正
時
代
の
皐
臣
任
用
法
等
の
改
革

既
述
の
如
く
皐
臣
の
紋
出
す
る
場
合
、
又
は
闇
宇
政
交
代
の
期
に
吏
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部
が
翰
林
院
の
官
員
等
に
つ
き
、
し
か
る
べ
き
者
の
姓
名
を
開
列
し

て
奏
上
し
天
子
の
欽
黙
簡
用
を
恭
候
す
る
こ
と
が
康
照
朝
に
始
っ
て

い
る
。
ざ
れ
ば
皐
臣
た
る
も
の
は
「
欽
命
に
出
ず
る
を
以
て
儀
は
欽

倒

差
に
同
じ
」
と
云
わ
れ
た
。
ま
た
嘗
時
の
人
は
事
臣
を
指
し
て

そ
の
職
、
典
撃
に
在
h
?
と
難
も
、
第
節
親
ら
持
し
、
輸
軒
釆
風
の

責
有
り

と
も
言
っ
た
。
輪
軒
と
は
申
す
迄
も
な
く
、
元
来
周
一漢
の
頃
、
天
子

の
使
臣
の
乗
る
軽
車
の
意
で
漢
代
輸
軒
使
を
毎
歳
八
月
涯
遣
し
異
代

の
方
言
を
求
め
さ
せ
た
と
俸
え
ら
れ
る
。
因
っ
て
後
世
、
天
子
の
使

臣
を
輯
軒
使
と
一
言
っ
た
の
で
あ
る
。
畢
寛
清
代
の
皐
臣
は
濁
裁
君
主
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の
使
臣
と
し
て
、
各
省
に
源
遣
さ
れ
、

士
習
文
風
の
教
化
に
嘗
る
最

高
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
天
子
の
使
臣
た
る
事
臣
の
人
選
は
特
に
慎
重
を
要
し
た
が
、

薙
正
帝
は
特
に
そ
れ
に
心
を
遣
っ
た
よ
う
で
、
彼
は
即
位
勿
々
上
議

を
裂
し
て
次
の
如
く
撃
臣
の
滋
選
は
充
分
慎
重
に
す
べ
き
こ
と
を
戒

め
て
い
る
。

薙
正
元
年
、

識
す
ら
く
、

督
拳
の

一
官
は
尤
も
人
倫
風
化
の
繋
る

@
 

所
な
り
。
闘
争
臣
を
透
選
す
る
は
倍
加
鄭
重
に
す
べ
し
云
々
。

右
の
言
葉
に
緩
い
て
、
彼
は
皐
臣
の
伝
務
の
重
大
な
る
を
読
き
、
こ

と
に
拳
臣
を
繰
る
阻
規
、
賄
賂
な
ど
の
悪
弊
積
久
を

一
掃
す
べ
く
、

@
 

「
私
か
に
菅
直
を
納
る
る
こ
と
勿
れ
」
以
下
の
八
項
目
よ
り
な
る
禁

止
保
項
|
l
t
そ
れ
は
執
れ
も
何
々
す
る
こ
と
勿
れ
の
巌
し
い
表
現
を

も
っ
|
|
と
皐
臣
の
膏
吏
、
幕
客
に
つ
い
て
の
注
意
事
項
二
つ
を
掲

げ
て
事
臣
を
い
ま
し
め
た
。
尤
も
皐
臣
の
み
戒
め
た
の
で
は
な
い
が
、

右
の
如
き
上
識
を
特
に
裂
し
た
の
が
即
位
勿
々
の
薙
正
元
年
で
あ
っ

た
酷
か
ら
見
て
、
薙
正
帝
の
皐
臣
に
射
す
る
閥
心
も
頗
る
強
い
も
の

が
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
が
、
果
し
て
次
々
と
皐
臣
制
に
於
け
る

改
革
や
新
政
策
を
行
っ
た
。
そ
の
一
は
皐
道
の
栴
競
を
腹
止
し
各
省

督
拳
は
全
面
的
に
皐
院
と
稽
す
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
以
後
、

多
く
翰

林
官
を
以
て
充
任
す
る
方
針
に
改
め
た
こ
と
、
而
し
て
部
属
よ
り
簡

用
さ
れ
る
も
の
は
翰
林
編
検
の
街
を
加
え
る
こ
と
、
そ
の
こ
は
拳
臣

の
撃
力
試
験
の
賓
施
、
そ
の
三
は
翰
林
院
の
賓
力
試
験

吋
刊
と

の
創

置
、
そ
の
四
は
翰
林
官
員
の
品
級
引
上
げ
、
そ
の
五
は
観
風
整
俗
使

の
設
置
で
あ
る
。

先
ず
そ
の
一
か
ら
述
べ
よ
う
。

夏
芝

菜

正

時
薙
正
四
年
十

月
辛
卯
に

大
拳
士
等
じ
識
す
ら
く
、
各
省
の
畢
政
は
土
子
を
教
導
す
る
の

責
有
り
。
閥
繋
甚
だ
重
し
。
乃
ち
向
来
定
例
と
し
て
翰
林
科
道
よ

り
簡
用
さ
る
る
も
の
は
皐
院
と
潟
し
、
部
属
よ
り
簡
用
さ
る
る
も

の
は
拳
道
と
信
用
す
。
其
の
見
任
の
職
掌
を
論
ぜ
ず
、
但
だ
其
の
前
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任
の
官
職
を
論
ず
る
は
、
未
だ
允
嘗
な
ら
ざ
る
に
似
た
り
。
臆
に

い
か
に
重

一
に
な
す
べ
き
や
の
躍
は
、
著
し
て
禽
議
具
奏
せ
よ、

と
。

尋
い
で
議
す
ら
く
、
一
郎
中
等
の
官
に
し
て
差
を
奉
じ
て
撃
を
督
す

る
者
は
臆
に
一
健
に
皐
院
と
糾
す
ベ
し
。
其
の
開
H

献
を
停
め
、
各

各
原
街
を
以
て
撃
を
督
せ
し
め
、

差
満
の
後
、
の
お
街
門
に
蹄
ら

し
め
て
、
事
務
』
耕
ぜ
し
め
ん
、
と
。
旨
を
得
た
り
。
凡
そ
部
中
等

の
官
に
し
て
差
を
奉
じ
て
事
政
を
提
督
す
る
者
は
、
若
し
原
依
男



補
を
行
わ
ざ
れ
ば
、
恐
ら
く
、
部
中
、
事
を
耕
ず
る
に
人
に
乏
し

か
ら
ん
。
議
す
る
所
、
未
だ
周
詳
な
ら
ず
。

‘朕
意
う
に
、
凡
そ
部

内
の
廓
中
等
の
官
に
し
て
督
皐
の
任
に
腐
る
も
の
は
、
則
ち
加
う

る
に
編
修
、
検
討
の
衝
を
以
て
じ
、
其
の
名
と
賓
と
を
し
て
相
稿

、え
し
め
ん
。
伊
れ
任
瀬
し
考
察
の
後
を
侯
ち
て
、

初
お
本
部
に
蹄

ら
し
め
て
補
用
せ
ん
。
此
の
加
く
せ
ば
、
安
協
と
矯
す
に
庶
か
ら

ん
。
九
卿
に
著
し
て
定
議
具
奏
せ
よ
、
と
。

つ
い
で
同
巻
同
年
十
二
月
の
僚
に

十
二
月
乙
亥
、
九
卿
旨
に
遭
い
て
議
覆
す
ら
く
、
部
員
の
差
を
奉

じ
て
皐
を
督
す
る
も
の
、
員
依
は
男
に
経
補
を
行
わ
ん
。
其
の
加

衝
は
、
庶
吉
土
散
館
援
職
の
例
に
照
し
、
該
員
の
二
甲
進
土
出
身

に
係
る
者
は
、
加
う
る
に
編
修
の
職
衝
を
以
て
し
、
三
甲
同
準
土

一
睡
に

出
身
に
係
る
者
は
、
加
う
る
に
検
討
の
職
衝
を
以
て
し
、

栴
し
て
事
院
と
魚
さ
ん
。
任
滅
す
れ
ば
伺
ち
本
部
員
の
依
を
倹
ち

て
補
用
せ
ん
、
と
。
之
に
従
う
。

と
見
え
て
い
る
。

因
み
に
右
の
記
事
は
大
清
曾
典
事
例
均
一
一
睡
部
皐
校
一
時
間

に
も
筒

約
し
て
見
ゆ
。

日
く
、

?:17 

〔
薙
正
〕
四
年
、
定
む
ら
く
、
各
省
の
拳
道
は
一
睡
に
改
め
て
皐

院
と
鶏
さ
ん
。
部
郎
等
の
官
に
し
て
差
を
提
督
率
政
に
奉
ず
る
者

の
如
き
は
、
均
し
く
加
う
る
に
翰
林
院
編
修
、

。
皇
朝
、
通
士
山
巻
六
九
職
官
略
「
提

て
せ
ん
。
督
拳
政
」
下
の
劉
註
略
E
同
じ

検
討
の
職
衝
を
以

こ
の
様
に
し
て
、

薙
正
四
年
以
降
は
拳
道
な
る
街
名
は
無
く
な
り
、

す
べ
て
皐
院
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
賓
際
上
嘉
正
四
年
以
後
、

翰
林
を
も
っ
て
任
ず
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
商
街
襲
も
そ
の
「
清

代
科
翠
考
試
述
録
」
耕
一
瞬
に
於
て

是
れ
〔
薙
正
四
年
〕
よ
り
、
多
く
翰
.林
官
員
を
以
て
〔
蘭
学
臣
じ
〕

充
任
す
云
々
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と
言
っ
て
い
る
。

ω
 

「
嘉
道
以
前
は
部
曹
は
翰
林
よ
り
重
し
L

と
言
わ
れ
た
そ

の
時
代
の
大
勢
の
中
で
、
薙
正
帝
が
部
属
の
任
用
か
ら
翰
林
官
の
任

さ
て
、

用
へ
と
切
換
え
た
こ
と
は
英
断
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

尤
も
直
隷
の
如
く
一
時
乾
隆
二
十
四
年
以
後
、
卿
震
を
用
う
る
こ
と

関

に
し
た
省
も
あ
る
が
、
部
曹
よ
り
簡
用
守
れ
る
皐
臣
は
減
少
の
歩
を

辿
り
績
け
た
ら
し
い
。

同
光
南
朝
、
部
曹
に
し
て
祭
政
を
得
る
者
無
し
。
乾
嘉
以
前
、
部

廓
を
以
て
事
を
覗
る
者
、
数
を
指
す
可
か
ら
ず
。
風
祭
の
第
濯
、

国

未
だ
何
に
怒
る
か
を
解
せ
ず
。
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右
の
傾
向
は
言
う
迄
も
な
く
薙
正
四
年
を
境
と
し
て
そ
の
後
に
次

第
に
醸
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

因
み
に
右
は
薙
正
四
年
の
改
革
の
次
第
で
あ
る
が
、

し
か
ら
ば
そ

れ
以
前
即
ち
即
位
以
降
落
正
四
年
ま
で
の
薙
正
帝
の
方
針
は
と
き
守
え

ば
大
鰻
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

朕
即
位
の
初
、
諸
臣
の
才
皐
口
問
行
に
於
て
、
未
だ
能
く
深
知
せ
ず
。

以
て
旨
を
降
し
て
簡
用
す
る
に
難
し
。
大
事
士
尚
書
侍
郎
に
著
し

て
、
翰
倉
、
科
道
、
部
層
内
に
於
て
各
々
知
る
所
に
擦
っ
て

二
員
を
保
事
せ
し
め
、
開
列
し
て
部
に
迭
ら
し
め
、
業
奏
し
て
旨

を
請
わ
し
む
、
一
向
一
切
八
一
鵠
純
一
純
一
日
ト
ヨ
一校

即
ち
右
に
よ
れ
ば
翰
林
、
科
道
、

合
問
…
将
司
、
部
廃
時
闘
の
等
の
中

か
ら
大
息
一
土
、
向
書
侍
廊
に
命
じ
て
、
熟
知
せ
る
一
一
一
員
を
保
奉
せ

し
め
、
そ
の
姓
名
を
並
べ
書
い
て
吏
部
に
、途ら
し
め
、
業
奏
の
手
績

を
ふ
ん
で
後
天
子
の
筒
抜
任
用
を
待
た
す
と
言
う
方
法
で
あ
っ
た
。

落
正
帝
第
二
の
改
革
は
臆
差
の
事
臣
の
質
力
試
験
賓
施
で
あ
る
。
こ

と
の
次
第
は
皇
朝
文
献
遁
考
占
伊

選
一
挙
考
断
考
謀
、
大
清
食
典
事
例

坤
恒
雄
部
拳
校
一
説
、
東
華
録
薙
正
均
等
に
見
ゅ
。

東
華
鋒
に
よ
れ
ば

落
正
三
年
春
正
月
甲
子
、
吏
部
奏
請
す
ら
く
、
湖
南
山
東
皐
政
を

差
さ
ん
こ
と
を
。

旨
を
得
た
り
。
従
前
祭
政
、
考
を
主
る
。
皆
其

の
人
と
信
用
り
謹
恨
の
者
に
就
き
て
汲
往
す
れ
ど
、
並
っ
て
未
だ
文

謹
を
考
試
せ
ず
。
其
の
中
、
寛
に
文
を
衡
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者

有
り
。
或
は
中
式
の
後
、
荒
疏
年
久
し
き
故
な
ら
ん
。
著
し
て
腰

差
の
翰
林
並
び
に
進
士
出
身
の
各
部
院
の
官
員
を
終
っ
て
査
奏
せ

し
め
、
肢
が
試
す
る
に
文
惑
を
以
て
す
る
を
侯
ち
て
、
再
た
差
委

を
行
わ
ん
。

と
あ
り
、
通
考
に
は
こ
れ
に
績
い
て

一
一
月
に
至
り
て
太
和
般
に
於
て
考
試
す
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と
見
え
て
い
る。

か
か
る
皐
臣
の
皐
力
検
査
は
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た

限
り
、
前
に
も
後
に
も
無
く
、
全
く
薙
正
帝
濁
自
の
新
方
針
で
あ
る

こ
と
を
信
ず
る。

而
し
て
こ
の
皐
力
検
査
の
行
わ
れ
た
の
が
薙
正

年
で
、
翰
林
官
員
を
も
っ
て
皐
臣
の
主
力
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

年
(
嘉
正
四
年
)
に
先
立
っ
て
賓
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
大
い
に
注
意

す
べ
き
貼
が
あ
り
、
即
ち
雨
者
は
密
接
に
開
係
あ
る
政
策
で
あ
っ
て
、

拳
臣
の
向
上
を
目
的
と
し
た
周
到
な
用
意
で
あ
る
と
思
う
。

薙
正
帝
第
三
の
改
革
は
翰
林
官
庶
士
口
土
等
の
皐
力
試
験
賓
施
で
あ

る
。
清
稗
類
抄

-
1一
考
一
試
類
に
「
翰
林
大
考
は
落
正
に
始
る
」
と
題

し
た
一
文
に
日
ぐ
、



薙
正
実
丑
〔
十
一
年
〕
四
月
上
識
す
ら
く
、
嗣
後
、
庶
士
同
士
等
、

経
に
授
職
し
て
、
或
は
数
年
以
後
、
或
は
十
年
た
り
と
雄
も
、
朕

再
た
考
験
を
加
え
ん
。
若
し
依
然
と
し
て
精
熟
な
ら
ば
必
ず
優
に

従
っ
て
録
用
し
以
て
鼓
闘
を
示
さ
ん
。
或
は
遺
志
錯
誤
せ
ば
、
亦

必
ず
加
う
る
に
慮
分
を
以
て
せ
ん
、
と
。
是
れ
翰
林
大
考
の
始
と

震
す
。

と
。
こ
の
よ
う
に
薙
正
帝
は
翰
林
官
員
を
も
っ
て
皐
臣
に
任
じ
、
そ

の
拳
臣
の
賓
力
向
上
に
つ
と
め
る
た
め
、
聞
学
臣
を
親
試
す
る
制
を
開

き
、
更
に
皐
臣
の
任
に
最
も
多
く
就
く
翰
林
官
を
「
大
考
」
す
る
事

を
創
め
て
、
た
え
ず
そ
の
拳
カ
を
保
持
せ
し
め
よ
う
と
し
た
。
細
心

周
到
な
措
置
と
云
え
よ
う
。

薙
正
帝
第
四
の
改
革
は
翰
林
官
員
の
品
級
引
上
げ
で
あ
る
。
単
に

翰
林
官
や
皐
臣
の
尻
ぞ
叩
く
だ
け
で
は
な
く
、
薙
正
帝
は
賓
質
的
に

翰
林
官
員
の
品
級
を
引
上
げ
て
地
位
を
高
め
た
。

即
ち
薙
正
帝
は
元
来
品
級
の
低
い
翰
林
諸
官
の
多
く
の
品
級
を
明

代
或
は
、
滑
初
に
比
し
て
次
の
如
く
昇
せ
て
い
る
。
即
ち
明
史
当
七

職
官
、二
翰
林
院
の
篠
、
清
史
稿
職
官
志
二
翰
林
院
の
僚
、
皇
朝
遁
考

巻
七
七
職
官
考
一
に
よ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
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掌
院
皐
士
・
・
・
・
・
・
順
治
元
年
正
三
品
、

ー
薙
正
八
年
従
二
品
に
陸
す
。

侍
讃
皐
土
:
:
:
明
代
は
従
五
品
、
清
初
は
そ
の
ま
ま
、
薙
正
三

日年
従
四
品
と
定
む
。

侍
講
皐
士
:
:
:
明
代
は
従
五
品
、
清
初
は
そ
の
ま
ま
、
薙
正
三

年
従
四
ロ
聞
と
定
む
。

侍
讃
:
:
:
初
制
は
正
六
口
問
、
潅
正
三
年
従
五
口
聞
に
陸
す
。

緒
二
十
九
年
正
五
品
に
陸
す
。
宣
統
元
年
正
四
品
に (光

陸
す
o
v

侍
講
:
:
:
初
制
は
正
六
品
、
薙
正
三
年
従
五
ロ
聞
に
睦
す
。

統
元
年
従
四
品
に
陸
す
。
)

(宣
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修
撰
・
・
・
・
・
・
初
制
は
従
六
口
問
、

編修・・・・・
・初
制
は
正
七
品
、

検
討
・
・
・
・
・
・
初
制
は
従
七
品
、

修
撰
よ
り
以
下
宜
統
元
年
並
び
に
従
五
品
に
改
む
。

第
五
は
観
風
整
俗
使
の
設
置
で
あ
る
。
薙
正
帝
は
淑
江
省
に
観
風

整
俗
使
を
置
き
、
土
風
の
悪
薄
を
訓
飾
匡
正
し
教
化
を
興
行
せ
ん
と

し
た
。先

ず
そ
の
職
掌
に
つ
い
て
、
珠
批
議
旨
、

・淑
江
観
風
整
俗
使
察
仕

加
t

に
日
く
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臣
〔
観
風
整
俗
使
禁
仕
刷
〕
街
門
は
文
武
官
員
を
稽
査
す
る
の
責

問

有
り。

と
あ
る
。
次
に
そ
の
設
置
の
経
緯
の
大
略
に
つ
い
て
は
東
議
録
濯
正

巻
九
に
よ
れ
ば

〔
務
正
四
年
一
一
社
各
十
月
〕
甲
子
、
九
卿
等
に
識
す
ら
く
、
朕
聞

く
に
、
所
省
は
風
俗
潰
滴
な
る
こ
と
他
省
よ
り
も
甚
し
。
力
め
て

整
頓
挽
回
を
爵
さ
ず
、

其
の
重
罪
に
陥
る
に
及
び
て
、
之
に
加
う

る
に
刑
を
以
て
す
る
は
寅
に
忍
び
ざ
る
有
り
。
除
意
う
に
専
ら
一

官
を
遣
し
、
漸
江
省
に
前
往
せ
し
め
、
風
俗
を
問
い
、
好
偽
を
稽

察
せ
し
め
、
臆
に
勧
導
す
べ
き
者
は
之
を
勘
導
し
、
臆
に
懲
治
す

ベ
き
者
は
之
を
懲
治
す
ベ
し
。
務
め
て
紳
衿
土
庶
を
し
て
倣
戒
す

る
所
有
ら
し
め
、
壷
く
浮
薄
抵
陵
の
習
を
除
き
、
謹
厚
に
蹄
せ
し

め
、
以
て
一
道
問
風
の
治
を
昭
ら
か
に
せ
ん
。
其
の
如
何
に
か
街

門
を
設
立
し
、
開
防
を
鋳
給
す
べ
き
や
の
慮
は
、
著
し
て
詳
議
具

奏
せ
よ
、

と
。
尋
い
で
議
査
す
ら
く
、
底
の
貞
親
中
、
観
風
整
俗

使
を
置
き
、
天
下
を
巡
省
せ
し
め
、
風
俗
の
得
失
を
観
し
む
。
今
、

官
を
遣
わ
し
て
、
淑
江
省
に
前
往
せ
し
め
、
風
俗
を
問
い
好
偽
を

稽
察
せ
し
め
ん
。
臆
に
授
け
て
漸
江
等
の
蕗
の
観
風
整
俗
使
と
矯

し
、
闘
防
を
臨
時
給
し
て
以
て
職
守
を
重
く
せ
ん
、

と
。
之
に
従
う
。

光
旅
寺
卿
王
園
棟
を
以
て
獅
江
観
風
整
俗
使
と
烏
す
。

と
あ
る
。
右
中
の
「
漸
省
の
風
俗
溌
滴
」
と
は
主
と
し
て
査
嗣
庭
事

件
を
指
す
こ
と
は
、
情
稗
類
紗
守
一
考
試
栢
刑
法
錦
繍
に

務
正
丙
午
m

弓

コ
れ
れ
世
宗
漸
人
査
嗣
庭
、
注
目
京
一
棋
の
詩
文
惇
逆
、

風
気
悪
海
な
る
を
以
て
、
是
に
於
て
詔
し
て
漸
江
の
春
秋
の
貢
土

を
罷
む
。
戊
申
、
観
風
整
俗
使
を
設
け
て
以
て
之
を
訓
う
。

と
あ
る
。

以
上
の
如
き
経
過
程
緯
を
以
て
獅
江
に
観
風
整
俗
使
を
置
い
た
が
、

之
と
皐
臣
と
如
何
に
関
係
す
る
か
、
右
の
諸
記
載
だ
け
で
は
明
ら
か

- 40ー

で
な
い
。
と
こ
ろ
が
縮
い
て
、
庚
東
に
も
薙
正
七
年
に
観
風
整
俗
使

を
設
け
た
た
が
、
そ
の
時
の
事
情
が
多
分
に
皐
臣
と
閥
係
あ
る
こ
と

省 、 大 を

郷滑 思
禁禽わ
之典し
皐事め
に{7JJ る
見六舎の
ゆ六三 で
。臨あ

部 る
皐
校
設察
官校

皇
朝
通
考
時
七
率
一校
考
八
直

〔
薙
正
七
年
〕
康
東
盛
高
皐
政
を
増
設
す
。

其
れ
教
職
土
子
は
、
観

風
整
俗
使
を
し
て
粂
ね
て
稽
察
を
行
わ
し
む
。
一
従

M
M耕
一一一司
…

内
閣
に
識
す
ら
く
、
ゆ
誠
一
刊
一
印
刷
一倒
閣
贋
東
は
盗
案
繁
多
に
し
て
民

俗
概
惇
な
り
。
臆
に
観
風
整
俗
使
一

員
を
設
け
、

風
俗
人
心
漸
く
醇
厚
に
蹄
す
ベ
し
。

化
導
訓
筋
せ
ば

又
た
該
省
督
撫
奏
稿
す
ら
く
、



車内
4

東
の
土
習
未
だ
能
く
端
謹
な
ら
ず
。
請
う
ら
く
は
、
皐
政
一
千
員

を
設
け
、
一
は
文
衡
を
司
り
、
一
は
土
行
を
筋
さ
し
め
、
以
て
人

材
を
造
就
す
、る

の
地
と
痛
さ
ん
、
と
。
股
思
う
に
文
と
行
と
は
も

と
相
関
す
る
に
属
す
。
離
し
て
ー二
と
掃
す
可
ら
ず
。
況
や
唐
十
味
は

地
方
遼
闇
な
り
。
若
し
司
文
司
行
、
分
れ
て
雨
員
に
属
さ
ば
、

'伺

ち
各
々
逼
省
を
遍
歴
す
る
に
、
耳
目
の
聞
見
恐
ら
く
は
未
だ
周
ね

か
ら
ぎ
る
も
の
有
ら
ん
。
著
し
て
皐
政
南
員
を
設
け
、
該
省
の
地

方
を
按
じ
て
考
試
督
皐
と
、
贋
東
観
風
整
俗
使
に
分
管
せ
し
め
著

し
て
逼
省
の
教
職
土
子
は
、
其
れ
を
し
て
概
ね
稽
察
を
行
わ
し
め

J

、

:
。
禽
奥
事
例
は
こ
れ
に
績
い
て
康
東
陸
軍
高
事

F
円

・

2

政
、
庚
詔
拳
政
各
々
一
員
を
設
く
と
あ
り
。

右
の
如
き
次
第
な
れ
ば
本
来
皐
臣
の
行
う
べ
き
地
方
皐
官
教
職
や
土

子
生
員
の
督
察
即
ち
教
化
の
こ
と
を
、
観
風
整
俗
使
に
も
行
わ
し
め

ょ
う
と
す
る
意
闘
が
明
か
に
見
え
る
。

嘗
時
、
皐
臣
は
愈
々
考
試
の
任
務
に
忙
殺
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た

ら
し
く
、
本
来
そ
の
任
務
の
一
と
し
て
土
習
文
風
の
振
興
ま
で
は
手

が
廻
ら
な
く
な
っ
て
来
た
ら
し
い
。
薬
正
年
間
湖
南
布
政
使
朱
綱
の

=
日
に
日
く
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臣
思
う
に
、
民
風
の
漬
滴
醇
撲
は
全
て
土
子
の
引
誘
借
率
に
在
り
。
.

土
習
一
た
び
端
な
れ
ば
、
民
風
自
ら
厚
か
ら
ん
。
宜
し
く
拳
臣
を

責
成
す
べ
き
に
似
た
り
。
但
だ
皐
臣
は
毎
に
閲
文
考
試
を
以
て
重

し
と
矯
し
、
教
官
も
亦
た
訓
迫
教
育
を
以
て
具
文
と
矯
す
。
是
を

個

以
て
成
款
を
見
ざ
る
な
り
。

朱
綱
に
よ
れ
ば
、

-地
方
教
化
の
賓
の
揚
ら
な
い
の
は
皐
臣
が
た
だ
考

試
を
行
う
こ
と
を
以
て
能
事
了
れ
り
と
す
る
に
あ
る
と
言
う
。
こ
の

傾
向
は
科
奉
が
空
前
の
繁
昌
を
見
せ
る
に
伴
い
、
顕
著
と
な
っ
て
来

た
よ
う
で
、
雷
園
藩
も
拳
臣
が
考
試
事
務
に
精
力
を
消
耗
し
、
像
力

を
も
っ
て
民
を
教
化
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
成
績
を
あ
げ
る

に
極
め
て
困
難
だ
と
歎
い
て
い
る
。
即
ち

彼
の
皐
政
な
る
藩
は
、
一
行
省
中
に
孤
懸
客
寄
す
。
守
土
す
る
者
、

皆
な
貌
敬
し
、
而
も
之
を
紳
拒
す
。
日
ご
と
に
文
字
に
鰻
精
し
、

キ
ゾ

機
智
を
千
百
詑
弊
の
場
に
角
う
。
而
し
て
徐
力
を
以
て
民
に
教
う
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る
に
、
仁
義
孝
弟
の
経
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
。
其
れ
亦
た
難
し
か

樋

ら
ず
や
。

と
。
是
に
依
っ
て
之
を
観
れ
ば
、
順
治
の
初
は
、
監
察
御
史
文
は
按

察
使
ム
炊
事
等
の
按
劾
刑
名
を
本
務
と
す
る
官
員
を
も
っ
て
皐
臣
の
任

に
嘗
ら
せ
た
が
、
落
正
帝
に
至
っ
て
、
拳
術
専
門
の
翰
林
官
員
を
用

い
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
豪
臣
は
考
試
事
務
繁
忙
を
極
め
て

次
第
に
教
化
の
面
が
お
留
守
に
な
っ
た
。
し
か
も
翰
林
官
は
本
来
稽
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察
の
官
で
な
い
。
そ
こ
で
観
風
整
俗
使
を
置
き
之
を
し
て
民
の
教
化

を
槍
蛍
さ
せ
、
撃
臣
の
繁
忙
を
助
け
る
と
云
う
意
圃
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
観
風
整
俗
使
は
、
一
隅
建
に
も
お
か
れ
た
が
、
と
も
に
そ
の

ω
 

後
間
も
な
く
停
寵
さ
れ
た
。

そ
の
時
期
と
事
情
と
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
薙
正
時
代
に
置

か
れ
た
観
風
整
俗
使
の
目
的
の

一
つ
は
、
略
々
明
ら
か
に
し
得
た
と

思、っ。以
上
、
薙
正
治
下
の
皐
臣
制
上
の
改
革
は
い
ず
れ
も
彼
濁
自
の
も

の
で
、
清
一
代
を
、
通
じ
て
ま
だ
寡
聞
の
精
か
、
史
料
上
、
同
種
文
は

類
似
の
政
策
が
と
ら
れ
た
の
を
外
に
見
な
い
。
と
す
れ
ば
、
皐
臣
の

任
用
法
を
翰
林
一
本
槍
に
し
た
こ
と
、

そ
の
稽
呼
を
皐
院
の
名
で
統

一
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
清
代
で
も
最
も
濁
裁
的
君
主
だ
っ
た
落
正

帝
の
集
権
政
策
の
片
鱗
と
見
る
べ
く
、

そ
の
他
の
皐
臣
と
翰
林
官
の

賓
力
試
験
の
賓
施
、
観
風
整
俗
使
の
設
置
は
、
之
に
よ
っ
て
、
生
童

を
中
心
と
す
る
地
方
讃
書
人
即
ち
科
甲
の
阻
風
を
少
し
で
も
改
善
し

ょ
う
と
の
意
闘
の
現
れ
と
見
ら
れ
る
。
殊
に
事
臣
は
一
省
に
於
け
る

教
化
教
育
上
の
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
天
子
の
使
臣
で
も
あ
る
。
そ

れ
に
試
験
を
課
し
て
皐
力
を
試
め
す
な
ら
ば
、
拳
臣
と
師
生
開
係
の

密
接
な
全
園
の
生
童
は
必
ず
や
襟
を
出
し
て
戒
心
し
自
ら
正
さ
れ
る

こ
と
は
、
充
分
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一迂ω皇
朝
経
世
文
編
績
編
巻
六
五
、

曾
図
藩
「
江
小
帆
の
湖
北
に
視
鳳
干
す
る
を

迭
る
の
序
」

帥
大
清
曾
奥
事
例
舎
三
六
七
礎
部
皐
校
、
祭
政
考
票
、
成
盟
五
年
上
議

削
珠
批
議
旨
回
文
鋭
八
年
六
月
二
十
二
日

川
明
東
華
録
薬
正
巻
九
楽
正
四
年
九
月
丁
巳
上
議
及
大
清
舎
典
事
例
巻
三
六
七

陸
部
畢
校
、
血
中
政
考
胃
液
、
成
盟
七
年
上
議

同
東
華
品
開
楽
正
倉
九
薙
正
四
年
九
月
丁
巳
上
議

制
帥
に
同
じ

州

w
大
病
品
目
曲
問
事
例
記
官
三
六
七
礎
部
皐
校
、
拳
政
考
襲
、
主
加
藤
七
年
上
議

ω皇
朝
文
献
活
考
巻
八
九
職
官
考
十
三
に
よ
れ
ば
編
修
は
正
七
口
問
、
検
討
は

従
七
品
で
あ
る
。

川
明
大
清
禽
典
事
例
巻
三
六
七
礎
部
皐
校
、
事
政
考
襲
、
成
盤
五
年
上
議
中
の

四
川
皐
政
何
紹
基
の
上
奏
文

制
六
部
成
語
註
解
頁
一
七

帥
清
史
稿
職
官
志
三
に
「
提
督
事
政
各
省
一
人
」
の
下
の
割
註
に
「
各
々
原

衡
の
ロ
聞
級
を
曲
加
す
」
と
あ
り
。

制
大
清
食
典
事
例
巻
三
六
八
礎
部
皐
校
、
皐
政
閥
防
、
乾
隆
五
十
三
年
上
議

帥
右
書
同
巻
、
選
光
八
年
上
議

帥
右
書
巻
三
六
七
穫
部
厚
校
、
事
政
考
察
、
嘉
慶
七
年
上
総

帥
大
消
舎
典
事
例
舎
三
六
七
種
部
事
校
、
暴
政
考
張
、
成
型
五
年
上
議
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脚
仰
に
同
じ

間
的
に
同
じ

帥
大
清
食
奥
事
例
記
官
三
六
八
、
礎
部
皐
校
、
皐
政
開
防
、
順
治
九
年
題
准

制
大
消
曾
曲
州
事
例
巻
三
六
七
、
種
部
屋
a

校
、
事
政
考
票
、
康
郎
川
五
十
年
覆
准

崎
清
園
行
政
法
第
三
巻
第
九
章
教
育
第
二
節
科
穆
第
六
項
廻
遊
及
開
防
〔
備

考
〕
四
九
一
一
良

283 

制
滑
稗
類
紗
巻
一
二
考
試
類
「
歳
考
巻
の
批
語
」
に
回
〈
、
生
員
の
歳
考
巻

は
倶
に
須
ら
く
部
に
解
す
ベ
し
。
一
定
の
批
語
有
り
、
其
の
一
等
の
者
は

批
し
て
清
遁
と
臼
い
、
二
等
の
者
は
批
し
て
卒
遁
と
日
ぃ
、
三
等
の
者
は

批
し
て
亦
た
逼
ず
と
日
ぅ
。

岡
大
清
舎
兵
事
例
巻
三
六
七
、
礎
部
拳
校
、
準
政
考
察
、
順
治
九
年
の
俊
及

び
康
照
二
年
の
題
准
に
よ
れ
ば
限
内
に
完
結
出
来
な
い
場
合
は
、
一
級
を

降
し
て
調
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

M
W
宮
崎
市
定
博
士
「
科
事
」
頁
五
四

帥
清
稗
類
妙
巻
二
一
考
試
類

帥
帥
に
同
じ

M
W
帥
に
同
じ

M
W
消
稗
類
紗
巻
二
七
霞
秩
類
「
翰
林
院
」

抽
開
皇
朝
遁
志
巻
六
四
、
職
宮
略
、
一
、
第
事
府
、
倉
事
、
満
洲
漢
人
各
一
人
。

漢
晶
膚
事
は
品
開
林
侍
讃
皐
士
の
衡
を
粂
ぬ
。
少
篇
事
、
満
洲
漢
人
各
一
人
。

漢
少
篇
事
は
翰
林
侍
讃
皐
士
の
衡
を
粂
ぬ
。
左
春
坊
左
庶
子
左
中
允
左
質

善
は
満
洲
各
一
人
漢
人
各
一
人
。
右
春
坊
の
各
官
と
記
注
纂
修
の
事
を
掌

り
、
品
開
林
績
講
〔
即
ち
侍
讃
・
侍
講
〕
編
検
〔
即
ち
編
修
・
検
討
〕
の
街

を
分
ち
粂
ぬ
。

帥
刊
大
清
食
奥
事
例
晶
官
三
六
八
、
陸
部
畢
校
、
皐
政
期
防

帥
帥
の
「
道
考
院
考
」

帥
郎
漕
紀
開
(
二
筆
)
袋
二

回
大
清
食
典
事
例
巻
三
六
七
、
穂
部
且
宇
校
、
事
政
考
蕨

倒
同
右
「
私
に
省
主
を
納
る
こ
と
勿
れ
」
「
情
面
に
鰭
循
す
る
こ
と
い勿
れ
μ

「
武
途
を
纏
視
す
る
こ
と
勿
れ
」
「
濫
り
に
洞
廠
を
取
る
こ
と
勿
れ
」

「
矯
激
に
し
て
治
名
す
る
と
と
勿
れ
」

「
昏
痛
に
し
て
事
を
慶
す
る
こ
と
勿
れ
」

「
卑
滑
に
し
て
陵
節
す
る
こ
と
勿
れ
」
「
騒
暴
人
を
陵
す
る
こ
と
勿
れ
」

「
膏
吏
は
必
ず
閥
防
を
謹
む
べ
し
」
「
幕
客
は
尤
も
宜
し
〈
選
揮
す
ベ
し
」

倒
清
稗
類
紗
巻
二
七
鈴
秩
類

ー

-
胸
清
史
稿
職
官
志
三
「
惟
だ
直
隷
は
督
象
御
史
一
人
を
差
す
」
の
下
の
割
註

帥
滑
油
押
類
紗
巻
二
七
爵
秩
類
「
部
曹
現
象
」

帥
珠
批
議
旨
、
串
剛
江
咽
帆
風
整
俗
使
察
仕
刷
刑
務
正
七
年
正
月
二
十
五
日

働
右
書
、
湖
南
柑
政
使
朱
綱
古
畑
正
四
年
十
一
月
十
七
日

倒
皇
朝
経
世
文
編
績
編
巻
六
五
、
抽
胆
政
五
、
曾
園
藩
の
「
江
小
帆
の
湖
北
に

宙
腕
摩
す
る
を
塗
る
の
序
」

帥
皇
朝
文
献
遜
考
巻
七
七
職
官
考
一

-43-



The Real State of the Local Administration in 

the Yung，・cheng薙正lPeriod

Ichisada Miyazaki 

It has been known that the Yung-cheng emperor paid special attention 

to the local administration and adopted some new policies for it. Here 

the author asks what degree the emperor's intentions were realized. He 

tri白 tooffer an answer through analysing Lan Ting-yuan藍鼎元'sLu-chou-

kung剖 E 鹿州公案， i.e. the original records of the struggle against the 

interrupters of his administration when he was Chih-hsien知県系 atP'u・ning

and Chao-yang prefecture， Chao-chou-fu潮州府， Kuang-tung康東 province.

Most disturbances were arose from the activities of Shu-li膏史， Tu・hao

土豪， Wo・tao嵩盗 andSung-shih訟師.Inspiteof victoryover them， he was 

removed from his post because of his chief's unreasonable hatred. However 

the emperor did not leave such a talented 0伍certosuffer unjustly. Later 

he was restored his honor and promoted to Chih・fu知府 Theauthor 

concludes from the above story that the emperor's efforts for the local 

administration had actual results in practice. 

Government School Inspectors撃臣 inthe Yung-cheng Period 

Toshikazu Araki 

The most important duties of government school inspectors were to 

give some of the government examinations and to preside over all educa-

tional affairs in every province. Even the provincial governor could not 

interfere with their rights of examination and education， because they were 

dispatched by the emperor. 

The Ch'ing-kuo・hsing-cheng・fa 清園行政法 vol. 3， (p. 491) explains 

that they were generally selected from among 0伍cialsof the Han-lin 

Academy. But at the beginning of the Ch'ing dynasty (i.e. in _ the reigns 

of Shun-chih順治 andK'ang-hsi康照]， 0伍cialsof the Han-lin Academy 

were seldom appointed to the post， and the local of五cialswere often selected. 

In 1727， the Yung-cheng emperor decided to select them chiefty from among 

o伍cialsof the Han-lin Academy， in dder to centralize provincial rights of 

education. In fact， the reign of the emperor was a transition from the 

political system of the Manchus to that of modern Chinese despotism. 
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